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 ８東彼杵町規則第１３号 

  

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  

令和８年４月１日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

管理職手当に関する規則（昭和４３年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

第３条 前条に定める職務にある職員に支給する管理職手当の月額は、

次の各号に定める額とする。 

第３条 前条に定める職務にある職員に支給する管理職手当の月額は、

次の各号に定める額とする。 

（１） 課長・次長 ４５，０００円 （１） 課長・次長 ４０，０００円 

（２） 議会事務局長 ４５，０００円 （２） 議会事務局長 ４０，０００円 

（３） 教育次長 ４５，０００円 （３） 教育次長 ４０，０００円 

（４） 学校給食センター所長 ４５，０００円 （４） 学校給食センター所長 ４０，０００円 

（５） 農業委員会事務局長 ４５，０００円 （５） 農業委員会事務局長 ４０，０００円 

（６） 支所長 ４５，０００円 （６） 支所長 ４０，０００円 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


